
令和６年度 技術力向上講習会

令和６年10月25日【那賀振興局】

令和６年10月31日【海草振興局】

和歌山労働基準監督署



本日の内容

１ 労働災害発生状況

２ 建設現場における災害事例

３ 新たな化学物質管理について
（令和６年４月 改正施行内容）

４ 最近の動向について



労働災害発生状況

全国の状況と

和歌山県内の状況について







業種別休業４日以上の死傷者 （コロナ感染症を除く）

１３５，３７１件 （前年比 +3,016件）

主な業種

業種別労働災害発生状況（令和５年 全国）

製造業 ２７，１９４件 20.1％

運輸交通業 １６，２１５件 12.0％

小売業 １６，１７４件 11.9％

建設業 １４，４１４件 10.6％

社会福祉施設 １４，０４９件 10.4％



1173件 1131件

コロナ除外災害件数

令和５年 令和４年

(確定）



業種別労働災害発生状況（令和５年 和歌山局）

業種別休業４日以上の死傷者 （コロナ感染症を除く）

1,173件 （前年比 +42件）

主な業種

製造業 257件 前年比 +14件

保健衛生業
（うち社会福祉施設）

174件
（138件）

前年比
（前年比

-5件
-7件）

商業 173件 前年比 +7件

運輸交通業 132件 前年比 +16件

建設業 109件 前年比 -22件





業種別休業４日以上の死傷者（コロナ感染症を除く）

535件 （前年比 +15件）

主な業種

業種別労働災害発生状況（令和５年 和歌山署）

製造業 124件 前年比 +18件

商業 96件 前年比 +6件

保健衛生業
（うち社会福祉施設）

83件
（65件）

前年比
（前年比

-6件
-3件）

運輸交通業 75件 前年比 +1件

建設業 44件 前年比 -6件



全国の業種別死亡災害発生状況
（令和５年）

死亡災害 ７５５件の業種別内訳

建設業 ２２３件 29.5％

製造業 １３８件 18.2％

運輸交通業 １１０件 14.6％



県内の業種別死亡災害発生状況
（令和５年）

死亡災害 ７件の業種別内訳

農林業 ２件

建設業 １件

畜産・水産業 １件

製造業 １件

商業 １件

警備業 １件





労働災害の現状（和歌山局）

14

・死亡災害は前年より３件減少

・コロナ感染症を除く死傷災害は42件増加

• 増減数でみた場合、農業（+28件）、運輸交通業（+16件）、製造業（+14件）、
商業（+7件）が増加した一方で、建設業（-22件）、保健衛生業（-5件）は減
少した。

• 事故の型別の件数上位は、業種横断的に発生している「転倒」災害（297
人 前年比-5件）が最も多く発生しており、以下、「墜落・転落」災害（204 
人 前年比+6件）、「動作の反動」等（198 人 前年比+40件）、「はさまれ・
巻き込まれ」災害（103 人 前年比-6件）の順となっている。

• 特に、動作の反動等の増加（前年比+40件）が顕著であった。



労働災害の現状（和歌山署）

15

・死亡災害は前年より３件減少

・コロナ感染症を除く死傷災害は15件増加

• 増減数でみた場合、製造業（124件 前年比+18件）、教育・研究業（16件 前年比+10件）が大きく
増加している。一方で、建設業（44件 前年比-6件）、保健衛生業（83件 前年比-6件）は減少して
いる。

• 事故の型別では、「転倒」災害（127件 前年比+8件）が最も多く発生しており、次いで、 「動作の反
動等」（95件 前年比+8件）、「墜落・転落」（73件、-6件）と続いている。

• 「転倒」災害が多く発生している業種は、社会福祉施設（24件）、卸・小売業（23件）、食料品製造
業（16件）となっている。

• 「動作の反動等」災害（95件 前年比+8件）が多く発生している業種は、社会福祉施設（24件）、道
路貨物運送業（17件）、卸・小売業（10件）となっている。

• 「墜落・転落」災害（73件）が多く発生している業種は、道路貨物運送業（19件）、製造業（16件）、
商業（10件）、建設業（9件）となっている。



県内の建設業における労働災害
（令和５年 コロナ除く）

事故の型別労働災害発生状況 起因物別労働災害発生状況

墜落・転落

34人

31.2%

はさまれ・

まきこまれ

12人

11.0%飛来・落下

14人

12.8%

切れ・こ

すれ

9人

8.3%

転倒

8人

7.3%

無理な動作

8人

7.3%

激突

8人

7.3%

その他

16人

14.7%

109件

仮設物、建築物、

構築物等

25件

23%

材料

20件

18%

用具

15件

14%

建設機械等

12件

11%

環境等

6件

5%

動力クレーン等

6件

5%

起因物なし

5件

5%

金属加工用機械

5件

5%

動力運搬機

4件

4%
その他

11件

10%

109件













建設現場における災害事例

災害事例
事例出典：厚生労働省ＨＰ内
職場のあんぜんサイト



災害事例 ドラグショベルで吊り上げた鉄製ガードが落下

災害発生原因

１ 不適切な機械を使用したこと。

２ 作業員の昇降時に不安定な脚

立やはしごを使用したこと。

３ 作業計画が定められず、事前打

合わせが行われていなかったこ

と。

災害発生状況

建屋出口付近に鉄製ガードを取り付
けるため、ドラグ・ショベルを使用して
ガードを吊り上げ、床上４ｍの箇所で
出口両側の鋼製の柱に溶接するため
に作業員が脚立及び移動はしごに乗
って位置を調整していたところ、ワイヤ
ロープがバケットの爪から外れ、作業
員が負傷したもの。

再発防止対策

１ 荷の吊り上げ作業に適した機械を使

用する。

２ 高所で作業を行う場合に、高所作業

車を使用するなど安全な作業床を確

保できる作業方法とする。

３ 作業前に作業の危険性について十分

な検討を行い、安全な作業計画を定

め、関係者全員で作業手順、作業方

法について協議を行うこと。



24

こんなドラグショベルの使い方をしていませんか？



ドラグショベルで例外的に荷の吊り上げを行うこ
とができるケース その１

①作業の性質上やむを得ない又は安全な作
業の遂行上必要な時

25

②①の場合であって、バケット等の作業装置
に十分な強度及び外れ止め等の安全装
置がついたフック、シャックル等のつり上げ
用の器具を使用する場合



ドラグショベルで例外的に荷の吊り上げを
行うことができるケース その２

26

クレーン機能の付いたドラグショベルを
使用する場合



27

クレーンモードとショベルモードの違い

作業モード切り替えスイッチをク

レーン側に切り替える

移動式クレーン

構造規格に規定

する安全装置が

有効になる

１ エンジンの回転数に制限がかかる

２ 旋回速度がショベルモードの２分
の１から３分の１に制限される

３ 移動式クレーンに必要な安全装置
が有効になる。

※ショベルモードのままで作業をすると、旋回
速度が速く、旋回時につり荷に遠心力が働
き、オーバーロード（過荷重）となり、非常に
危険です！！

ク
レ
ー
ン
モ
ー
ド
に

切
り
換
え
る
と

クレーンモードに切り換えない
で作業をすると
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※〇部がクレーン機能付
きドラグ・ショベルの特徴

クレーン機能付きドラグ・ショベルの各部の名称及び安全装置



クレーン機能付きドラグ・ショベルの使用時の資格

■クレーン作業を行う場合

機体質量３ｔ以上
車両系建設機械運転
技能講習修了者

機体質量３ｔ未満
車両系建設機械運転
特別教育修了者

運転資格等について

つり上げ荷重
１ｔ以上５ｔ未満

小型移動式クレーン運転
技能講習修了者

つり上げ荷重
１ｔ未満

小型移動式クレーン運転
特別教育修了者

■ドラグ・ショベルを運転操作する場合

小型移動式クレーンの運転

車両系建設機械（整地等）の運転

■玉掛の業務を行う場合

玉掛けの業務

つり上げ荷重
1t以上のクレーン

玉掛け技能講習
修了者

つり上げ荷重
1t未満のクレーン

玉掛け特別教育
修了者
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災害事例 下水道管敷設工事で溝内で作業中、土止め支保工が倒壊

災害発生原因

１ 土止め用鋼矢板の根入れが不

十分であったこと。

２ 設計図と異なる土止め方法で作

業が行われていたこと。

３ 地山の掘削作業主任者が現場

を離れていたため、職務を履行

していなかったこと。

災害発生状況

被災者と同僚の２名は、午前中掘削
の作業と土止め支保工の取り付け作
業を行い、午後に掘削した箇所の溝内
において前日に埋設した管と当日に埋
設した管を接続する作業を行っていた
ところ、 土止め支保工が崩れ、被災
者２名が土止め支保工に挟まれ被災
した。

再発防止対策

１ 土止め支保工の計画を適正に行うこ

と。

２ 工法に合った建設機械を使用するこ
と。

３ 作業主任者がその職務を確実に履行

すること。



土止め先行工法ガイドラインの要点















災害事例 足場上での塗装作業中の墜落災害

災害発生原因

１ 足場の筋交いに墜落防止措置

が講じられていなかった。

２ 作業指示が明確に行われてい

なかった。

３ 安全教育が実施されていなかっ

た。

災害発生状況

作業当日、足場の４段目から塗装作
業を行っていた被災者が、３段目の塗
装作業を終え、２段目の作業を開始し
ようと３段目の筋交いの間から下を覗
きこんだところ、筋交いの間から約７ｍ
下に墜落したもの。

再発防止対策

１ 墜落防止措置が講じられた足場を

使用すること

２ 作業手順等について明確に指示を

行うこと

３ 安全管理の徹底を実施すること



中さん
（35～50ｃｍ）

わく組足場以外の足場手すり
（85ｃｍ以上）

巾木
（10ｃｍ上）

手すり
（85ｃｍ以上）

メッシュシート

中さん
（35～50ｃｍ）

巾木（15ｃｍ以上）

わく組足場

下さん（15～40ｃｍ）

メッシュシート

足場の墜落防止及び落下防止

足場の
内側、外側両方
に措置が必要



☆手すり等を臨時に取り外して作業を行う場合について
・手すり等を臨時に取り外す場合は、墜落制止用器具の使用等を徹底してく
ださい。
・作業終了後は放置することなく、必ず復旧をしてください。

作業と直接関係のない労
働者が手すり等を臨時に
取り外した箇所から墜落

臨時に取り外した手すり
等を元に戻さずに別の作
業を行った労働者が墜落

関係労働者以外

墜落防止措置
取外し作業中

立入禁止表示の例

作業箇所への関係労働者以
外の立入禁止措置の実施
を！

臨時に取り外した手すり等
の復旧及び責任者への報
告を！

特に徹底が必要

足場上で作業を行う段階・終了で特に留意すべきこと



改正労働安全衛生規則について

４ 施行日等

２ 足場の点検を行う際、点検者を指名することを義務付け

主に狭あいな現場で使用される一側足場については、その構造上、安衛則に定める手すりの設置等の墜落防止措
置が適用されないところ、一側足場からの墜落・転落災害が発生している（※）ことを踏まえ、本足場を使用する
ために十分幅がある場所（幅が１メートル以上の場所）においては、本足場の使用を義務付けるもの。ただし、つ
り足場を使用するとき、又は障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用することが困難
なときは、この限りではないこととするもの。

１ 一側足場の使用範囲を明確化

足場（つり足場を含む。以下同じ。）からの墜落・転落災害が発生している事業場においては、安衛則で義務付
けられている足場の点検が行われていない事例が散見されていることを踏まえ、事業者又は注文者による足場の点
検が確実に行われるようにするため、点検者をあらかじめ指名することを義務付けるもの。

公布日：令和５年３月14日
施行期日：１については令和６年４月１日、２及び３については令和５年10月１日

３ 足場の完成後等の足場の点検後に記録すべき事項に点検者の氏名を追加

事業者又は注文者が悪天候若しくは地震又は足場の組立て、変更等の後の足場の点検を行ったときに記録及び保
存すべき事項（現行では当該点検の結果及び点検結果に基づいて補修等を行った場合にあっては、当該措置の内
容）に、当該点検者の氏名を追加するもの。

一側足場の例 本足場の例 （（一社）仮設工業会より提供）（（一社）仮設工業会より提供）

（※）令和元年～３年に発生した足場からの墜落・転落によ
る死亡災害56件のうち、８件が一側足場からのもの。



一側足場の使用範囲の明確化について

足場を設ける床面において、当該足場を使用する建築物等の外面を起点としたはり間方向の水平距離が１メートル。

１ 「幅が１メートル以上の箇所」について

足場設置のため確保した幅が１メートル以上の箇所について、その一部が公道にかかる場合、使用許可が得られ
ない場合等は、「幅が１メートルの箇所」に含まれない。

基本的な考え方

はり間方向

建築物

建築物

１メートル

道路

例外について

足場の使用に当たっては、可能な限り「幅が１メートルの箇所」を確保すべきもの。

事業者が行うべきこと

注：図はイメージ。分かりやすくするため足場等は簡略化して図示しています。



一側足場の使用範囲の明確化について

足場を設ける床面において、はり間方向の水平距離が１メートル以上の場合においても、本足場を使用することが
困難な場合のこと。

２ 「障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用することが
困難なとき」について

具体例

ア 足場を設ける箇所の全部又は一部に撤去が困難な障害物があり、建地を２本設置することが困難なとき。
イ 建築物等の外面の形状が複雑で、１メートル未満ごとに隅角部を設ける必要があるとき。
ウ 屋根等に足場を設けるとき等、足場を設ける床面に著しい傾斜、凹凸等があり、建地を２本設置することが困難
なとき。

エ 本足場を使用することにより建築物等と足場の作業床との間隔が広くなり、墜落・転落のリスクが高まるとき。

障害
物

建築物

アの例 イの建築物の例

建築物
（上から見た図）

１メートル未満
の場合など狭小

エの例

出窓等の障害物

建築物

間隔が広く、墜落のリスクが高まる

３ その他

○ 足場を設ける箇所の一部に撤去が困難な障害物があるとき等において、建地の一部を１本とする場合は、足場の
動揺や倒壊等を防止するのに十分な強度を有する構造とすること。

○ 建築物と足場の作業床との間隔が30センチメートル以内とすることが望ましいこと。

注：図はイメージ。分かりやすくするため足場等は簡略化して図示しています。



足場の点検時の点検者の指名の義務付け及び
足場の点検後に記録すべき事項に点検者の氏名の追加について

○ 点検者の指名の方法は、書面で伝達する方法のほか、朝礼等に際し口頭で伝達する方法、メール、電話で伝達す
る方法、あらかじめ点検者の指名順を決めてその順番を伝達する方法等が含まれること。なお、点検者の指名は、
点検者自らが点検者であるという認識を持ち、責任を持って点検ができる方法で行うこと。

○ 安衛則第567条第２項及び第655条第１項第２号に規定する点検者（＝組立て等後の点検の点検者）について
は、足場の組立て等作業主任者であって、足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講した者等、一定の能力を
有する者（※）が望ましいこと。

○ 足場の点検に当たっては、「足場等の種類別点検チェックリスト」（推進要綱別添）を活用することが望ましい
こと。

（※）組立て等後点検の点検者として指名することが望ましい者（推進要綱別添参照）
・足場の組立て等作業主任者であって、足場の組立等作業主任者能力向上教育を受講している者
・労働安全コンサルタント（試験の区分が土木又は建築である者）等安衛法第88条に基づく足場の設置等の届出に係
る「計画作成参画者」に必要な資格を有する者

・全国仮設安全事業協同組合が行う「仮設安全監理者資格取得講習」を受けた者
・建設業労働災害防止協会が行う「施工管理者等のための足場点検実務研修」を受けた者

○ 組立て等後点検後に記録及び保存すべき事項に、点検者の氏名を追加したこと。
なお、記録すべき点検者の氏名は、安衛則第567条第２項及び第655条第１項第２
号の規定により指名した者のものとすること。

○ 足場の点検後の記録及び保存に当たっては、「足場等の種類別点検チェックリス
ト」を活用することが望ましいこと。

足場の点検時の点検者の指名の義務付けについて

足場の点検後に記録すべき事項に点検者の氏名の追加について

足場の種類別点検チェックリスト



【令和６年度 改正施行内容】

労働安全衛生法の
新たな化学物質規制について



施行期日

2023(R5).4.1 2024(R6).4.1

化
学
物
質
管
理
体
系
の
見
直
し

名称等の表示・通知をしなければならない化学物質の追加

ばく露を最小限度にすること
（ばく露を濃度基準値以下にすること）

ばく露低減措置等の意見聴取、記録作成・保存

皮膚等障害化学物質への直接接触の防止
（健康障害を起こすおそれのある物質関係）

衛生委員会付議事項の追加

化学物質によるがんの把握強化

リスクアセスメント結果等に係る記録の作成保存

化学物質労災発生事業場等への監督署長による指示

リスクアセスメント等に基づく健康診断の実施・記録作成等

がん原性物質の作業記録の保存

実
施
体
制

の
確
立

化学物質管理者・保護具着用責任者の選任義務化

雇入れ時等教育の拡充

職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種の拡大

情
報
伝
達
の
強
化

ＳＤＳ等による通知方法の柔軟化

「人体に及ぼす作用」の定期確認及び更新

通知事項の追加及び含有量表示の適正化

事業場内別容器保管時の措置の強化

注文者が必要な措置を講じなければならない設備の範囲の拡大

管理水準良好事業場の特別規則適用除外

特殊健康診断の実施頻度の緩和

第三管理区分事業場の措置強化

2022(R4).5.31(公布日)施行
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2024(R6).4.1施行

2023(R5).4.1施行 2024(R6).4.1施行

2023(R5).4.1施行

2023(R5).4.1施行 2024(R6).4.1施行

2023(R5).4.1施行

2023(R5).4.1施行

2023(R5).4.1施行

2024(R6).4.1施行

2024(R6).4.1施行

2023(R5).4.1施行

2024(R6).4.1施行

2024(R6).4.1施行

2023(R5).4.1施行

2023(R5).4.1施行

2024(R6).4.1施行

2023(R5).4.1施行

2023(R5).4.1施行

2023(R5).4.1施行

2023(R5).4.1施行

2024(R6).4.1施行



３ 化学物質管理体系の見直し①

１－１ 名称等の表示・通知をしなければならない化学物質の追加

安衛則

・危険有害性のある化学物質を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提

供する者は、その容器又は包装に、当該化学物質の名称等の表示（ラベル表

示）を行わなければならない。また、危険有害性のある化学物質を譲渡し、

又は提供する者は、文書（ SDS※１）の交付等により、当該化学物質の名称

等の通知をしなければならない。［安衛法57条及び法57条の2］

・当該化学物質を取り扱う際に、化学物質の危険有害性等の調査（リスクア

セスメント）を実施しなければならない。［安衛法57条の3］

また、一部の物質は、ラベル表示義務に係る裾切値よりSDS交付義務に係

る裾切値が低い値になっており、SDS交付義務の対象物質とリスクアセスメ

ント実施義務の対象物質は同じであることから、リスクアセスメント実施義

務の裾切値はSDS交付義務の裾切値と同じである。
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2 0 2 4 ( R 6 ) . 4 . 1施行

安衛令

・労働安全衛生法（安衛法）第 57 条～第 57 条の３の対象となる化学物質として、国による GHS 分類に基づき、危険性・有害

性が確認された全ての物質を順次規制対象に追加する。【令別表第９、安衛則別表第２】

・令和 3 年度の安衛令改正では、国によるGHS分類の結果、発がん性、生殖細胞変異原性、生殖毒性及び急性毒性のカテゴリーで
区分１相当の有害性を有する物質（234物質）を安衛令別表第９に追加し、規制対象とする（対象物質の裾切値は安衛則別表第２
のとおり。裾切値とは、製剤(混合物）中の対象物質の含有量（重量％）がその値未満の場合、ラベル表示又はSDS交付の対象と
ならない値をいう。）。

・施行日(令和６年４月１日)時点で現存するものについては、令和７年３月31日までの間、ラベル表示義務の規定は適用されない。

急性毒性 区分１ 区分２～５

皮膚腐食性／刺激性 区分１ 区分２～３

眼に対する重篤な損傷性／刺激性 区分１ 区分２

呼吸器感作性 区分１

皮膚感作性 区分１

生殖細胞変異原性 区分１ 区分２

発がん性 区分１ 区分２

生殖毒性 区分１ 区分２

特定標的臓器毒性（単回ばく露） 区分１ 区分２～３

特定標的臓器毒性（反復ばく露） 区分１ 区分２

誤えん有害性 区分１ 区分２

政府向けGHS分類ガイダンスに基づき国が実施したGHS分
類結果に基づく有害性の区分

※１ SDS（安全データシート）化学物質の成分や人体に及ぼす作用等、化学物質の危険有害性情報を記載した文書で、法第57条の２第１項にて、

規制対象物質を譲渡・提供等する場合に交付することが義務づけられている。



３ 化学物質管理体系の見直し③

（１）労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される濃度の低減措置

①労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される程度について、以下の方法等により

最小限度にしなければならない。【安衛則577条の2①】

ⅰ 代替物等の使用 ⅱ 発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置

の設置及び稼働

ⅲ 作業の方法の改善 ⅳ 有効な呼吸用保護具の使用

②リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることにより、労働者に健康障害を生ずる

おそれがない物質として厚生労働大臣が定める物質（濃度基準値設定物質）については、労働者がばく

露される程度を厚生労働大臣が定める濃度の基準（濃度基準値）以下としなければならない。

【安衛則577条の２②】

（２）（１）等に基づく措置の内容及び労働者のばく露の状況についての労働者の意見聴取

（１）及びリスクアセスメント健診結果に基づく措置について、関係労働者の意見を聴く機会を設けなけ

ればならない。【安衛則577条の２②→⑩】

（３）リスクアセスメント対象物以外の物質にばく露される濃度を最小限とする努力義務

（１）①のリスクアセスメント対象物以外の物質についても、労働者がばく露される程度について、(１)

①ⅰ～ⅳの方法等で、最小限度にするように努めなければならない。【安衛則577条の３】

１－２ リスクアセスメント対象物に係る事業者の義務

安衛則

2 0 2 4 ( R 6 ) . 4 . 1施行

2 0 2 3 ( R 5 ) . 4 . 1施行
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2 0 2 3 ( R 5 ) . 4 . 1施行

2 0 2 4 ( R 6 ) . 4 . 1施行

( ( 1 )②及びリスクアセス

メント健診に係る部分 )

2 0 2 3 ( R 5 ) . 4 . 1施行

( ( 1 )①に係る部分 )

★リスクアセスメント対象物

労働安全衛生法第57条の３でリスクアセスメント

の実施が義務付けられている危険・有害物質



３ 化学物質管理体系の見直し④

皮膚・眼刺激性、皮膚腐食性又は皮膚から吸収され健康障害を引き起こしうる有害性に応じて、当該物質又は当該物質を含有する

製剤（皮膚等障害化学物質）を製造し、又は取り扱う業務に労働者を従事させる場合には、労働者に皮膚障害等防止用保護具を使用

させなければならない。

①健康障害を起こすおそれのあることが明らかな(「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」及び「呼吸器

感作性又は皮膚感作性」のいずれかで区分１に分類されているものは含まれる)物質を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者

→ 保護眼鏡、不浸透性の保護衣、保護手袋又は履物等適切な保護具の使用

● 努力義務【安衛則594条の２】 ● 義務【安衛則594条の2】

②健康障害を起こすおそれがないことが明らかなもの以外の物質を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者（①の労働者

を除く）→ 保護眼鏡、不浸透性の保護衣、保護手袋又は履物等適切な保護具の使用

● 努力義務【安衛則594条の２→594条の３】

１－３ 皮膚等障害化学物質への直接接触の防止

安衛則

2 0 2 4 ( R 6 ) . 4 . 1施行2 0 2 3 ( R 5 ) . 4 . 1施行

健康
障害のおそれ

2023(R5)

4.1

2023(R6)

4.1

あることが明らか（①）

ないことが明らかでない（②）

ないことが明らか（※）

努力義務【安衛則594条の２】

努力義務【安衛則594条の２】 努力義務【安衛則594条の3】

義務【安衛則594条の2】

(皮膚障害等防止用保護具の着用は不要)
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2 0 2 3 ( R 5 ) . 4 . 1施行

（※）「ないことが明らか」とは、ＧＨＳに基づく危険有害性の分類の結果及び譲渡提供者より提供されたＳＤＳ等の有害性情報のうち「皮膚腐食

性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」及び「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれも「区分に該当しない」、かつ、経皮による

健康有害性のおそれに関する記載がないものが含まれること。





３ 化学物質管理体系の見直し⑦

（１）リスクアセスメントの結果に基づき事業者が自ら選択して講じるばく露低減措置等の一環としての健康診断の実施・記録作成等

【安衛則577条の２③～⑨】

・リスクアセスメントの結果に基づき事業者が自ら選択して講ずるばく露低減措置等の一環として、リスクアセスメント対象物による

健康影響の確認のため、事業者は、労働者の意見を聴き、必要があると認めるときは、医師又は歯科医師（以下「医師等」）が必要

と認める項目についての健康診断を行い、その結果に基づき必要な措置を講じなければならない。

・１－２（１）②の濃度基準値設定物質について、労働者が濃度基準値を超えてばく露したおそれがあるときは、速やかに、医師等に

よる健康診断を実施しなければならない。

・上記の健康診断を実施した場合は、記録を作成し、５年間（がん原性物質に係る健康診断については30年間）保存しなければならない。

（２）作業記録の保存・周知【安衛則577条の２③→⑪、④→⑫】

次の事項について、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、記録を作成（③の事項は、がん原性物質に限る。）し、３年間（がん原

性物質の場合、②、③の事項を３０年間）保存するとともに、①及び④の事項を関係労働者に周知させなければならない。

①講じた措置の状況(ⅰばく露の程度を最小限度にするために講じた措置、ⅱ濃度基準値以下にするために講じた措置、ⅲリスクアセスメ

ント対象物健康診断の結果に基づき講じた措置)

②労働者のリスクアセスメント対象物へのばく露の状況

③労働者の氏名、従事した作業の概要、従事期間、がん原性物質により著しい汚染が生じた場合の概要・応急措置の概要

④（２）①ⅰ～ⅲについての関係労働者の意見の聴取状況

１－８ リスクアセスメント対象物に係る事業者の義務（健康診断等）

安衛則

2 0 2 3 ( R 5 ) . 4 . 1施行

( ( 2 )①ⅱⅲに係る部分を除く )

2 0 2 4 ( R 6 ) . 4 . 1施行
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2 0 2 4 ( R 6 ) . 4 . 1施行

( ( 2 )①ⅱⅲに係る部分 )
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出典：厚生労働省「化学物質規制の見直しに

ついて(職場における化学物質等の管理のあり

方に関する検討会報告書のポイント)～化学物

質への理解を高め自律的な管理を基本とする

仕組みへ～」(令和３年７月19日)

作業環境管理専門家化学物質管理専門家



４ 化学物質の自律的な管理のための実施体制の確立①

（１）選任が必要な事業場

・リスクアセスメント対象物を製造、取扱い、または譲渡提供をする事業場（業種・規模要件なし）

※個別の作業現場毎ではなく、工場、店社、営業所等事業場毎に化学物質管理者を選任する

※一般消費者の生活の用に供される製品のみを取り扱う事業場は、対象外

※事業場の状況に応じ、複数名の選任も可能

（２）選任要件

・化学物質の管理に係る業務を適切に実施できる能力を有する者

・リスクアセスメント対象物の製造事業場 → 専門的講習（※）の修了者

・リスクアセスメント対象物の製造事業場以外の事業場

→ 資格要件無し（別途定める講習の受講を推奨）

（３）職務

１．ラベル・SDS（安全データシート）の確認及び化学物質に係るリスク

アセスメントの実施の管理

２．リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の選択、実施の管理

３．化学物質の自律的な管理に係る各種記録の作成・保存

４．化学物質の自律的な管理に係る労働者への周知、教育

５．ラベル・SDSの作成（リスクアセスメント対象物の製造事業場の場合）

６．リスクアセスメント対象物による労働災害が発生した場合の対応

※ リスクアセスメント対象物の譲渡提供を行う（製造・取扱いを行わない）事業場は４，５のみ

２－１ 化学物質管理者の選任の義務化

安衛則

（※）専門的講習の内容は、厚生労働大臣告示で示す

2 0 2 4 ( R 6 ) . 4 . 1施行
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★リスクアセスメント対象物

労働安全衛生法第57条の３でリスクア

セスメントの実施が義務付けられてい

る危険・有害物質



４ 化学物質の自律的な管理のための実施体制の確立②

（１）選任が必要な事業場

・リスクアセスメントに基づく措置として労働者に保護具を使用させる事業場

（２）選任要件

・保護具について一定の経験及び知識を有する者

（３）職務

・有効な保護具の選択、労働者の使用状況の管理その他

保護具の管理に係る業務

２－２ 保護具着用管理責任者の選任の義務化

安衛則

2 0 2 4 ( R 6 ) . 4 . 1施行
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次に掲げる者又は保護具の管理に関する教育を受講した者

• 化学物質管理専門家の要件に該当する者

• 作業環境管理専門家の要件に該当する者

• 労働衛生コンサルタント試験合格者

• 第１種衛生管理者免許または衛生工学衛生管理者免許
を受けた者

• 化学物質関係の作業主任者の資格を有する者

• 安全衛生推進者に係る講習の修了者等

学科科目 範囲 時間

保護具着用
管理

①保護具着用管理責任者の役割と職
務
②保護具に関する教育の方法

0.5時間

保護具に関
する知識

①保護具の適正な選択に関すること。
②労働者の保護具の適正な使用に関
すること。
③保護具の保守管理に関すること。

３時間

労働災害の
防止に関す
る知識

保護具使用に当たって留意すべき労
働災害の事例及び防止方法

１時間

関係法令 安衛法、安衛令及び安衛則中の関係
条項

0.5時間

実技科目 範囲 時間

保護具の使
用方法等

①保護具の適正な選択に関すること。
②労働者の保護具の適正な使用に関
すること。
③保護具の保守管理に関すること。

１時間

保護具の管理に関する教育カリキュラム

保護具着用管理責任者に対する教育の実施について（令和４年12月26日付け基安化発1226第１号）



４ 化学物質の自律的な管理のための実施体制の確立②

（１）選任が必要な事業場

・化学物質管理者を選任し、リスクアセスメントの結果に基づく措置として労働者に保護具を使用させるとき【安衛則12条の６】

※選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。

※職務をなし得る権限を与え、氏名を見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知すること。

※労働基準監督署や労働局に対し、保護具着用管理責任者選任報告の届出を行う必要はありません。

・作業環境測定の評価結果が第三管理区分に区分された場合において、作業環境管理専門家が改善困難と判断した場合及び改善措置効

果確認の結果なお第三管理区分に区分された場合【特化則36条の３の２④、有機則28条の３の２④、鉛則52条の３の２④、粉じん則

26条の３の２④】

※選任すべき事由が発生した場合、直ちに選任すること。

※労働基準監督署や労働局に対し、保護具着用管理責任者選任報告の届出を行う必要はありません。

２－２ 保護具着用管理責任者の選任の義務化

安衛則

2 0 2 4 ( R 6 ) . 4 . 1施行

２－３ 雇入れ時等教育の拡充【安衛則 3 5条】 2 0 2 4 ( R 6 ) . 4 . 1施行

雇入れ時等の教育のうち、特定の業種においては一部教育項目の省略が認められているところ、当該省略規定を廃止する。

→ 危険性・有害性のある化学物質を製造し、又は取り扱う全ての事業場において、化学物質の安全衛生に関する必要な教育が行われるようにする。

《現行制度》雇入れ時等教育の教育項目（以下の１～８の各項目について、当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について実施）

１．機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取り扱い方法に関すること

２．安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取り扱い方法に関すること

３．作業手順に関すること

４．作業開始時の点検に関すること

５．当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及びその予防に関すること

６．整理、整頓及び清潔の保持に関すること。

７．事故時等における応急措置及び退避に関すること

８．前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

以下の業種以外の業種では、

１～４の項目は省略可能→(R6.4.1～)省略不可

・林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業

・製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信

業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売

業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、

燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及

び機械修理業 56



・一人親方等の安全衛生対策について

・個人事業者等に関する健康管理に関
するガイドラインの策定

・労働安全衛生関係の一部の手続きの
電子申請義務化

【最近の動向】



第14次労働災害防止計画
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立入禁止退避
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保護具等の使用の周知
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令和６年５月28日 策定
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